
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  たまたま土地を譲渡した場合の課税売上割合 

Ｑ：当社は、今期固定資産である土地を譲

渡しました関係で、消費税の課税売上割合が

大きく下がってしまいます。何か救済措置は

ありませんか？ 

 

Ａ：事業年度終了する前に、課税売上割合

に準ずる割合を適用する旨の承認を受ける方

法があります。 

【解説】 

土地の譲渡は非課税売上ですから、ご質問

のように、土地をたまたま譲渡した場合には、

課税売上割合が大きく下がってしまうという

ことがあります。したがって、税務では、そ

の土地の譲渡がなかったとした場合には、事

業の実態に変動がないと認められる場合に限

り、次のいずれか低い割合を課税売上割合と

して適用することを認めています。 

 ①その土地の譲渡があった課税期間の前３年

に含まれる課税期間の通算課税売上割合 

 ②その土地の譲渡があった課税期間の前課税

期間の課税売上割合 

 注1) 土地の譲渡がなかったとした場合に、事

業の実態に変動がないと認められる場合と

は、事業者の営業の実態に変動がなく、か

つ、過去３年間で最も高い課税売上割合と

最も低い課税売上割合の差が５％以内の場

合をいいます。 

 注2)この特例は、承認を受けた日の属する課

税期間からの適用になります。承認審査に

は一定の期間が必要になりますので、余裕

をもって承認申請書を提出する必要があり

ます。 
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